
一

（
文
教
科
学
委
員
会
）

令
和
三
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
衆
第
二
一
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
令
和
三
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
参
加
す

る
選
手
が
、
自
己
の
疾
病
の
治
療
の
目
的
で
覚
醒
剤
を
携
帯
し
て
輸
入
す
る
こ
と
等
が
で
き
る
よ
う
、
覚
醒
剤
取
締
法
等
の
特

例
を
設
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
参
加
す
る
選
手
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
自
己
の
疾
病
の
治
療
の
目
的

で
、
覚
醒
剤
を
携
帯
し
て
輸
入
す
る
こ
と
を
令
和
三
年
八
月
八
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
当
該
覚
醒
剤
を
携
帯
し
て
輸
出
す
る

こ
と
を
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
参
加
す
る
選
手
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
自
己
の
疾
病
の
治
療
の
目

的
で
、
覚
醒
剤
を
携
帯
し
て
輸
入
す
る
こ
と
を
令
和
三
年
九
月
五
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
当
該
覚
醒
剤
を
携
帯
し
て
輸
出
す

る
こ
と
を
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
一
及
び
二
に
よ
り
覚
醒
剤
を
携
帯
し
て
輸
入
し
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
出
の
特
例
の
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
覚
醒
剤
施



二

用
機
関
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
医
師
か
ら
施
用
の
た
め
覚
醒
剤
の
交
付
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
覚
醒
剤
取
締
法
の

覚
醒
剤
の
所
持
及
び
使
用
の
禁
止
に
係
る
規
定
を
適
用
す
る
。

四
、
一
及
び
二
に
よ
り
覚
醒
剤
を
携
帯
し
て
輸
入
し
、
又
は
当
該
覚
醒
剤
を
携
帯
し
て
輸
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
申
請
書
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


